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(57)【要約】
【課題】簡易な操作によって、電話帳情報に対応付けた
画像登録が行える通信端末装置を提供する。
【解決手段】携帯電話機は、被写体を撮影するためのカ
メラモジュール２４と、電話番号を含む電話帳情報を記
憶するメモリ１０５と、入力を行うためのテンキー部１
１と、テンキー部１１から入力された情報に関連する電
話帳情報をメモリ１０５から抽出するとともに、カメラ
モジュー２４で撮った画像を電話帳情報に対応付けてメ
モリ１０５に記憶させるＣＰＵ１００とを備えている。
ＣＰＵ１００は、テンキー部１１から情報が入力された
後にカメラモジュール２４により被写体が撮影されたと
き、前記画像を抽出された電話帳情報に対応付けてメモ
リ１０５に記憶させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮影するためのカメラ部と、
　電話番号を含む電話帳情報を記憶する記憶部と、
　入力を行うための入力部と、
　前記入力部から入力された情報に関連する電話帳情報を前記記憶部から抽出する抽出部
と、
　前記カメラ部で撮った画像を前記電話帳情報に対応付けて前記記憶部に記憶させる制御
部と、を備え、
　前記制御部は、前記入力部から情報が入力された後に前記カメラ部により被写体が撮影
されたとき、前記画像を前記抽出部により抽出された前記電話帳情報に対応付けて前記記
憶部に記憶させる、
ことを特徴とする通信端末装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記抽出部によって抽出された複数の電話帳情報から一つを選択操作に基づいて選択可
能とする選択部を有し、
　前記制御部は、前記画像を前記選択部により選択された前記電話帳情報に対応付けて前
記記憶部に記憶させる、
ことを特徴とする通信端末装置。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記抽出部によって前記電話帳情報が抽出されなかったとき、前記制御部は、前記電話
帳情報の新たな登録を受け付けるとともに、前記カメラ部で撮った画像を、受け付けた前
記電話帳情報に対応付けて前記記憶部に記憶させる、
ことを特徴とする通信端末装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３の何れか一項において、
　前記抽出部は、電話番号、電話番号の保有者名、電話番号に割り当てられた短縮番号、
および電話番号を記憶するときの登録番号のうちの少なくとも一つと、前記入力部からの
入力情報とのマッチングを判定する、
ことを特徴とする通信端末装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４の何れか一項において、
　前記抽出部は、前記入力部からの入力が予め決められた入力であるとき、前記画像が対
応付けられていない前記電話帳情報の抽出を行い、あるいは、前記画像が対応付けられて
いる前記電話帳情報の抽出を行う、
ことを特徴とする通信端末装置。
【請求項６】
　被写体を撮影するためのカメラ部と、
　電話番号を含む電話帳情報を記憶する記憶部と、
　入力を行うための入力部と、
　前記入力部からの入力に応じて前記記憶部から電話帳情報を抽出する抽出部と、
　前記カメラ部で撮った画像を、抽出された前記電話帳情報に対応付けて前記記憶部に記
憶させる制御部とを有し、
　前記抽出部は、前記入力部からの入力が予め決められた入力であるとき、前記画像が対
応付けられていない前記電話帳情報の抽出を行い、あるいは、前記画像が対応付けられて
いる前記電話帳情報の抽出を行う、
ことを特徴とする通信端末装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機やＰＤＡ（Personal Digital Assistant）等の通信端末装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話機には、電話帳機能（アドレス帳機能）が備えられている。かかる電話
帳機能は、ユーザの操作に基づいて電話帳情報を表示画面に表示させるものである。ここ
で、電話帳情報は、電話番号、メール番号、保有者の名前、住所等からなっている。これ
らの情報が、登録番号（識別番号）に対応付けてメモリに登録されている。
【０００３】
　また、携帯電話機には、通常、カメラが備えられている。携帯電話機の中には、カメラ
で撮影した画像（たとえば、顔写真）を、電話帳情報に対応付けて記憶し（電話帳に登録
し）、その画像を電話帳情報とともに表示画面に表示させるようにしたものもある。この
ような携帯電話機は、たとえば、特許文献１や特許文献２に記載されている。
【特許文献１】特開２００３－８７６１７号公報
【特許文献２】特開２００４－３３６７１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記携帯電話機では、撮影した画像を電話帳へ登録するまでの操作が煩
雑であり、操作性に劣るという課題がある。
【０００５】
　すなわち、カメラモードにて画像を登録する場合には、まず、カメラを起動して画像を
撮影した後、電話帳機能を起動して電話帳から登録対象となる電話帳情報を選び、その後
、撮影した画像を登録するとの操作が必要となる。また、電話帳機能から画像を登録する
場合には、まず、電話帳機能を起動して電話帳から登録対象となる電話帳情報を選んだ後
、カメラを起動して画像を撮影し、この画像を登録するとの操作が必要となる。
【０００６】
　いずれの場合も、カメラと電話帳の二つ機能を起動させる操作が必要となり、どうして
も操作の回数が多くなってしまう。
【０００７】
　本発明は、このような課題を解消するためになされたものであり、簡易な操作によって
、電話帳情報に対応付けた画像登録が行える通信端末装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
  本発明の通信端末置は、被写体を撮影するためのカメラ部と、電話番号を含む電話帳情
報を記憶する記憶部と、入力を行うための入力部と、前記入力部から入力された情報に関
連する電話帳情報を前記記憶部から抽出する抽出部と、前記カメラ部で撮った画像を前記
電話帳情報に対応付けて前記記憶部に記憶させる制御部とを備え、前記制御部は、前記入
力部から情報が入力された後に前記カメラ部により被写体が撮影されたとき、前記画像を
前記抽出部により抽出された前記電話帳情報に対応付けて前記記憶部に記憶させることを
特徴とする。
【０００９】
　ここで、前記抽出部は、たとえば、電話番号、電話番号の保有者名、電話番号に割り当
てられた短縮番号、および電話番号を記憶するときの登録番号のうちの少なくとも一つと
、前記入力部からの入力情報とのマッチングを判定する。
【００１０】
　さらに、前記抽出部は、たとえば、前記入力部からの入力が予め決められた入力である
とき、前記画像が対応付けられていない前記電話帳情報の抽出を行い、あるいは、前記画



(4) JP 2010-56870 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

像が対応付けられている前記電話帳情報の抽出を行う。
【００１１】
　以上の構成によれば、逐一電話帳の機能を起動させなくても、ユーザが情報を入力した
後に被写体を撮影することで、カメラ部で撮った画像を電話帳情報に対応付けて記憶する
、即ち、電話帳に登録することができるので、登録操作が容易となり、ユーザの使い勝手
が良くなる。
【００１２】
　本発明の通信端末装置においては、さらに、前記抽出部によって抽出された複数の電話
帳情報から一つを選択操作に基づいて選択可能とする選択部を有し、前記制御部は、前記
画像を前記選択部により選択された前記電話帳情報に対応付けて前記記憶部に記憶させる
構成とすることが望ましい。
【００１３】
　このような構成とすれば、複数の電話帳情報が抽出されたときに、ユーザは所望の電話
帳情報を選んで、画像の登録を行うことができる。
【００１４】
　本発明の通信端末装置においては、さらに、前記抽出部によって前記電話帳情報が抽出
されなかったとき、前記制御部は、前記電話帳情報の新たな登録を受け付けるとともに、
前記カメラ部で撮った画像を、受け付けた前記電話帳情報に対応付けて前記記憶部に記憶
させる構成とすることが望ましい。
【００１５】
　このような構成とすれば、入力にマッチングした電話帳情報がないときでも、新たな電
話帳情報を登録して、それ対応付けて画像を記憶させることができるので、ユーザの使い
勝手が一層良くなる。
【発明の効果】
【００１６】
　以上のとおり、本発明によれば、簡易な操作によって、電話帳情報に対応付けた画像登
録が行える通信端末装置を提供することができる。
【００１７】
　本発明の効果ないし意義は、以下に示す実施の形態の説明により更に明らかとなろう。
ただし、以下の実施の形態は、あくまでも、本発明を実施化する際の一つの例示であって
、本発明は、以下の実施の形態に記載されたものに何ら制限されるものではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態につき図面を参照して説明する。図１は携帯電話機の外観構
成を示す図であり、同図（ａ）は、第２キャビネットが開放した状態の携帯電話機の正面
図、同図（ｂ）は同じ状態での側面図である。同図（ｃ）は同図（ｂ）のＡ－Ａ´断面図
である。
【００１９】
　携帯電話機は、第１キャビネット１と第２キャビネット２を備えている。第１キャビネ
ット１には、テンキー部１１が配されている。テンキー部１１には、複数個の番号・文字
入力キーや通話開始キー、通話終了キーなどが備えられている。テンキー部１１の背後に
は、バックライト装置１２（以下、「キーバックライト」という）が配されている。キー
バックライト１２は、光源となるＬＥＤを備え、テンキー部１１に光を供給する。これに
より、ユーザは、周囲が暗くても各キーに付された表示を見ることができる。
【００２０】
　第２キャビネット２の正面側には、縦長の矩形状を有する液晶パネル２１が配されてお
り、その表示面が正面に臨んでいる。液晶パネル２１の背後には、バックライト装置２２
（以下、「パネルバックライト」という）が配されている。パネルバックライト２２は、
光源となるＬＥＤを備え、液晶パネル２１に光を供給する。
【００２１】
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　第２キャビネット２の正面側には、さらに、メインキー部２３が配されている。メイン
キー部２３には、各種の機能モード（カメラモード、メールモード、インターネットモー
ド、電話帳モード）を起動するためのモードキー、画面をスクロールしたりハイライトフ
ォーカスを移動させたりするための移動キー、各種の決定動作を行うための決定キーなど
が配されている。
【００２２】
　第２キャビネット２の内部には、カメラモジュール２４が配されている。カメラモジュ
ール２４のレンズ窓（図示せず）は、第２キャビネット２の背面に臨んでおり、このレン
ズ窓から被写体の像がカメラモジュール２４に取り込まれる。
【００２３】
　第２キャビネット２は、スライド機構部３によって、第１キャビネット１に対し図１の
Ｘ軸方向にスライド可能に連結されている。図１（ｃ）に示すように、スライド機構３は
、ガイド板３１とガイド溝３２によって構成されている。ガイド板３１は、第２キャビネ
ット２の背面の左右両端部に設けられており、その下端に突条３１ａを有する。ガイド溝
３２は、第１キャビネット１の側面に、スライド方向（図１のＸ軸方向）に沿って形成さ
れている。ガイド板３１の突条３１ａは、ガイド溝３２に係合されている。
【００２４】
　携帯電話機を閉じた状態では、図１（ｂ）に一点鎖線で示すように、第２キャビネット
２が第１キャビネット１の上に略完全に重なっている。この状態（閉じた状態）では、第
２キャビネット２の背後にテンキー部１１の全てのキーが隠れた状態となる。第２キャビ
ネット２は、ガイド板３１がガイド溝３２の終端位置に達するまでスライドする（開いた
状態とする）ことができる。第２キャビネット２が完全に開くと、図１（ａ）に示すよう
に、テンキー部１１の全てのキーが外部に露出する。
【００２５】
　図２は、携帯電話機の全体構成を示すブロック図である。本実施の形態の携帯電話機は
、上述した各構成要素の他、ＣＰＵ１００、映像エンコーダ１０１、マイク１０２、音声
エンコーダ１０３、通信モジュール１０４、メモリ１０５、バックライト駆動回路１０６
、映像デコーダ１０７、音声デコーダ１０８、スピーカ１０９を備えている。
【００２６】
　カメラモジュール２４は、撮像レンズ２４ａ、撮像素子２４ｂなどから構成されている
。撮像レンズ２４ａは、被写体の像を撮像素子２４ｂ上に結像させる。撮像素子２４ｂは
、例えばＣＣＤからなり、取り込んだ画像に応じた撮像信号を生成し、映像エンコーダ１
０１へ出力する。映像エンコーダ１０１は、撮像素子２４ｂからの撮像信号を、ＣＰＵ１
００が処理できるディジタルの撮像信号に変換してＣＰＵ１００へ出力する。
【００２７】
　マイク１０２は、音声信号を電気信号に変換して音声エンコーダ１０３へ出力する。音
声エンコーダ１０３は、マイク１０２からの音声信号を、ＣＰＵ１００が処理できるディ
ジタルの音声信号に変換してＣＰＵ１００へ出力する。
【００２８】
　通信モジュール１０４は、ＣＰＵ１００からの音声信号や画像信号、テキスト信号など
を無線信号に変換し、アンテナ１０４ａを介して基地局へ送信する。また、アンテナ１０
４ａを介して受信した無線信号を音声信号や画像信号、テキスト信号などに変換してＣＰ
Ｕ１００へ出力する。
【００２９】
　メモリ１０５は、ＲＯＭおよびＲＡＭを含む。メモリ１０５には、ＣＰＵ１００に制御
機能を付与するための制御プログラムが記憶されている。また、メモリ１０５には、カメ
ラモジュール２４で撮影した画像データや通信モジュール１０４を介して外部から取り込
んだ画像データ、テキストデータ（メールデータ）などが所定のファイル形式で保存され
る。
【００３０】
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　さらに、メモリ１０５には、図３（ａ）に示す電話帳テーブルと同図（ｂ）に示すスピ
ードダイヤルテーブル（以下、「ＳＤテーブル」という）が記憶されている。
【００３１】
　図３（ａ）を参照して、電話帳テーブルには、三桁の登録番号に対応付けられて電話番
号、メールアドレス、名前等の電話帳情報が登録されている。また、これら電話帳情報に
対応付けてメモリ１０５に記憶された画像データ（たとえば、電話番号の保有者の顔写真
）のＩＤ番号（管理番号）が登録されている。なお、画像データが対応付けられていない
電話帳情報の欄には、ＩＤ番号が登録されていない。
【００３２】
　図３（ｂ）を参照して、ＳＤテーブルには、二桁の短縮番号に対応付けて電話番号、名
前等の電話帳情報が登録されている。電話番号に短縮番号を割り当る設定が行われること
によって、ＳＤテーブルへの電話番号等の登録が行われる。
【００３３】
　図２に戻り、バックライト駆動回路１０６は、ＣＰＵ１００からの制御信号に応じた電
圧信号をパネルバックライト２２、キーバックライト１２に供給する。
【００３４】
　映像デコーダ１０７は、ＣＰＵ１００からの映像信号を液晶パネル２１で表示できるア
ナログの映像信号に変換し、液晶パネル２１に出力する。
【００３５】
　音声デコーダ１０８は、ＣＰＵ１００からの音声信号をスピーカ１０９で出力できるア
ナログの音声信号に変換し、スピーカ１０９に出力する。スピーカ１０９は、音声デコー
ダ１０８からの音声信号を音声として再生する。
【００３６】
　ＣＰＵ１００は、カメラモジュール２４、マイク１０２、メインキー部２３、テンキー
部１１など各部からの入力信号に基づいて、通信モジュール１０４、映像デコーダ１０７
、音声デコーダ１０８などの各部に制御信号を出力することにより、種々の機能モードの
処理を行う。
【００３７】
　たとえば、ＣＰＵ１００は、電話帳モードのモードキーが押されると、電話帳モードを
起動する。そして、この機能モードにおいて、ユーザによって所定の選択操作が行われる
と、選ばれた電話帳情報を液晶パネル２１に表示させる。このとき、この電話帳情報に対
応付けられた画像の登録があれば、その画像を電話帳情報とともに液晶パネル２１に表示
させる。
【００３８】
　また、ユーザによって短縮番号が入力され、通話開始キーが押されると、ＣＰＵ１００
は、ＳＤテーブルから短縮番号に該当する電話番号を呼び出して、その電話番号による通
話処理を行う。
【００３９】
　さて、本実施の形態の携帯電話機では、カメラモジュール２４で撮影された画像を電話
帳情報に対応付けてメモリ１０５に保存し（電話帳に登録し）、上述のように、電話帳モ
ードにおいて、登録した画像を電話帳情報とともに液晶パネル２１に表示させることがで
きる。以下、電話帳への画像の登録処理について説明する。
【００４０】
　図４は、ユーザからの入力にマッチングした電話帳情報を抽出するための抽出処理を示
すフローチャートである。図５は、抽出した電話帳情報に対応付けて画像を記憶させる画
像登録処理を示すフローチャートである。図６は、電話帳情報を抽出して画像を登録する
一連の画像登録処理における画面表示例を示す図である。
【００４１】
　本実施の形態では、ユーザは、電話番号、電話番号を電話帳テーブルに登録するときの
登録番号、および電話番号に割り当てられた短縮番号を用いて、所望の電話帳情報を抽出
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することができる。ユーザは、液晶パネル２１に待ち受け画面（図６の画面１）が表示さ
れた待ち受けモードの状態において、番号・文字入力キーを用いて番号の入力を行うこと
ができる。
【００４２】
　図４を参照して、ユーザによって番号が入力されると（Ｓ１０１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１
００はその桁数を判定する（Ｓ１０２）。そして、ＣＰＵ１００は、桁数が三桁以内であ
れば（Ｓ１０２：ＹＥＳ）、入力された番号を、ＳＤテーブルの短縮番号および電話帳テ
ーブルの登録番号とマッチングする（Ｓ１０３、Ｓ１０４）。
【００４３】
　一方、ＣＰＵ１００は、桁数が三桁を超えていれば（Ｓ１０２：ＮＯ）、入力された番
号を、電話帳テーブルの電話番号とマッチングする（Ｓ１０５）。
【００４４】
　そして、ＣＰＵ１００は、マッチングした電話帳情報があれば（Ｓ１０６：ＹＥＳ）、
それを液晶パネル２１に表示させて（Ｓ１０７）、次の番号入力を待つ（Ｓ１０１）。一
方、マッチしたものがなければ（Ｓ１０６：ＮＯ）、液晶パネル２１に表示させずに（Ｓ
１０８）、次の番号入力を待つ（Ｓ１０１）。
【００４５】
　こうして、一つの番号が入力される毎に、これらステップＳ１０１からＳ１０８の処理
が行われる。したがって、ユーザが所望の番号を入れ終えるまで、一つの番号が入力され
る度に表示が更新され、最終的に入力された桁数の番号にマッチングする電話帳情報が表
示される。たとえば、電話番号の下四桁を入力した場合には、図６の画面２に示すように
、下四桁の番号とこれにマッチングした電話帳情報のうちの名前と電話番号（全ての番号
）が画面の所定位置に表示される。
【００４６】
　次に、図５を参照して、画像の登録処理について説明する。図６の画面２に示すように
電話帳情報が表示された状態において、ユーザによってモードキーが押され、カメラモー
ドの起動操作がなされると（Ｓ２０１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、画像登録の候補とな
る電話帳情報がいくつあるかを判定する（Ｓ２０２）。
【００４７】
　ＣＰＵ１００は、候補が一つであれば（Ｓ２０２:一つ）、カメラを起動する（Ｓ２０
３）。これにより、図６の画面３のように、液晶パネル２１にプレビュー画面が表示され
る。
【００４８】
　次に、ユーザによって決定キーが押され、撮影操作がなされると（Ｓ２０４：ＹＥＳ）
、ＣＰＵ１００は、撮影を行い（Ｓ２０５）、撮影した画像を液晶パネル２１に表示させ
る。同時に、図６の画面４に示すように、保存操作を促す表示を行う（Ｓ２０６）。
【００４９】
　ユーザによって決定キーが押され、保存操作がなされると（Ｓ２０７：ＹＥＳ）、ＣＰ
Ｕ１００は、この画像の画像データを抽出された電話帳情報に対応付けてメモリ１０５に
記憶させる（Ｓ２０８）。このとき、液晶パネル２１には、図６の画面５に示すように、
名前と電話番号とともに登録された画像が表示される。
【００５０】
　一方、ユーザによって保存操作がなされず（Ｓ２０７：ＮＯ）、クリア操作がなされる
と（Ｓ２０９：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、ステップＳ２０４に戻って、再び撮影操作を
待つ。
【００５１】
　なお、ステップＳ２０２において、ＣＰＵ１００は、候補がない、あるいは候補が複数
あると判定すると（Ｓ２０２：なし、複数）、カメラを起動しない（Ｓ２１０、Ｓ２１１
）。よって、この場合は、画像の登録ができない。
【００５２】
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　以上、本実施の形態によれば、従来のように逐一電話帳モードを起動させずとも、撮影
した画像を電話帳に容易に登録することができる。すなわち、本実施の形態によれば、画
像を登録したい電話帳情報を抽出するための情報(電話番号等)を入力した後に、カメラを
起動して撮影し、撮影した画像の保存操作を行うだけで、その画像を所望の電話帳情報に
対応付けて保存する、即ち電話帳に登録することができる。このように、本実施の形態に
よれば、電話帳への登録操作を極めて簡便なものとすることができるため、ユーザの使い
勝手を向上できる。
【００５３】
　＜変更例１＞
　上記実施の形態では、図４の処理フローにおいて電話帳情報の候補が複数抽出されると
、図５の処理フローのＳ２０２からＳ２１１へと進み、カメラの起動が中止される。よっ
て、電話帳情報の候補が複数抽出された場合には画像登録が行えなかった。これに対し、
本変更例では、電話帳情報の候補が複数抽出された場合に、ユーザが所望の候補を選択で
きるようにしている。
【００５４】
　図７は、変更例１に係る画像登録処理を示すフローチャートである。この処理フローで
は、図５のＳ２１１がＳ２１２に置き換えられている。すなわち、Ｓ２０２にて電話帳情
報の候補が複数あると判定されると、ＣＰＵ１００は、ユーザに対して候補の選択を促す
表示を行う（Ｓ２１２）。その他の処理ステップは図５と同様である。
【００５５】
　たとえば、入力された番号と下四桁が同じ電話番号が電話帳に複数登録されている場合
には、図９の画面２のように、複数の候補が表示される。この状態において、カメラの起
動操作がなされると、画面３に示すように、ユーザに対して候補の選択を促す表示が行わ
れる。
【００５６】
　これを受けて、ユーザが、所望の候補を選択すると、図７のＳ２０２における判定が“
１つ”となり、Ｓ２０３以降の処理へと進む。これにより、ユーザが選択した電話帳情報
に画像が登録される。
【００５７】
　図８は、電話帳情報を選択・確定するための処理フローを示す図である。
【００５８】
　Ｓ３０１において、ＣＰＵ１００は、ユーザによって選択操作がなされたかを判定する
。ユーザが移動キーを用いて選択操作を行うと、ＣＰＵ１００は、選択操作がなされたと
判定し、たとえば図９の画面３に示すように、選択された電話帳情報の候補にハイライト
フォーカスを当てる（Ｓ３０２）。その後、ユーザが決定キーを押して確定操作を行うと
（Ｓ３０３：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、ハイライトフォーカスされた候補を画像登録の
候補に確定する（Ｓ３０４）。これにより、電話帳情報の候補が一つに絞られる。
【００５９】
　なお、図８の処理フローは、カメラ起動後のみならず、カメラ起動前であっても、ユー
ザによる操作に応じて、随時、実行される。たとえば、図９の画面２の状態において、ユ
ーザが選択操作を行うと、図８の処理フローのＳ３０１がＹＥＳとなり、Ｓ３０２以降の
処理が行われる。かかる処理により候補が確定された後に、カメラの起動操作がなされる
と、図７のＳ２０２で候補が一つであると判定され、Ｓ２０３以降の処理が行われる。
【００６０】
　以上、変更例１の構成によれば、複数の電話帳情報が抽出されたときに、ユーザは所望
の電話帳情報を選んで、画像の登録を行うことができる。よって、ユーザの使い勝手が一
層良くなる。
【００６１】
　＜変更例２＞
　変更例２では、電話帳情報の抽出処理が上記実施の形態や変更例１に対し変更されてい
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る。即ち、上記実施の形態や変更例１では、電話番号、電話番号を電話帳テーブルに登録
するときの登録番号、および電話番号に割り当てられた短縮番号が入力された番号にマッ
チングするかによって、電話帳情報が抽出される。
【００６２】
　これに対し、変更例２では、予め決められたキー操作を行うことにより、電話帳情報が
抽出される。具体的には、予め決められたキー操作を行うことにより、既に画像が登録さ
れている電話帳情報、または、未だ画像が登録されていない電話帳情報が抽出される。こ
こで、キー操作は、たとえば、一つのキー（テンキー部１１またはメインキー部２３の何
れかのキー）を長押ししたり、複数のキーを同時押ししたりするなどの特殊キー操作とす
ることができる。
【００６３】
　なお、変更例２では、通常、複数の電話帳情報が抽出される。このため、画像の登録を
行う際には、変更例１の画像登録処理（図７）および候補確定処理（図９）が行われる。
【００６４】
　図１０は、変更例２に係る電話帳情報の抽出処理を示すフローチャートである。図１１
は、変更例２に係る画面表示例を示す図である。
【００６５】
　図１０を参照して、ユーザによって画像未登録の電話帳情報を抽出するためのキー操作
がなされると（Ｓ４０１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、電話帳テーブルのＩＤ番号の欄（
図３（ａ）参照）を参照し、ＩＤ番号のない電話帳情報を抽出する（Ｓ４０２）。次に、
ＣＰＵ１００は、電話帳情報が抽出されれば（Ｓ４０３：ＹＥＳ）、液晶パネル２１に抽
出された電話帳情報を表示させる（Ｓ４０４）。この処理により、たとえば、図１１（ａ
）に示すように、画像未登録の各案件の名前および電話番号が表示される。
【００６６】
　一方、ユーザによって画像未登録の電話帳情報を抽出するためのキー操作がなされると
（Ｓ４０５：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、電話帳テーブルのＩＤ番号の欄を参照し、ＩＤ
番号のある電話帳情報を抽出する（Ｓ４０６）。そして、ＣＰＵ１００は、電話帳情報が
抽出されれば（Ｓ４０３：ＹＥＳ）、液晶パネル２１に抽出された電話帳情報を表示させ
る（Ｓ４０４）。この処理により、たとえば、図１１（ｂ）に示すように、画像既登録の
各案件の名前および電話番号が画像とともに表示される。
【００６７】
　なお、ＣＰＵ１００は、ステップＳ４０３で抽出された電話帳情報がないと判定すれば
、その旨を表示させる（Ｓ４０７）。
【００６８】
　このように、変更例２の構成によれば、ユーザは画像登録がない電話帳情報を抽出でき
、その中から所望のものを選び出して、画像の登録を行うことが可能となる。また、ユー
ザは画像登録のある電話帳情報を抽出でき、その中から所望の案件を選び出して、画像の
更新を行うことが可能となる。
【００６９】
　＜変更例３＞
　上記実施の形態および変更例１、２では、電話帳から抽出された電話帳情報をカメラ起
動前に表示するようにしたが、本変更例では、ユーザにより番号入力が行われても、抽出
された電話帳情報は表示されない。本変更例では、番号入力を行った後、一連の動作とし
て、カメラ起動操作が行われることが想定されている。
【００７０】
　図１２は、変更例３に係る電話帳情報の抽出処理を示すフローチャートである。
【００７１】
　図１２の処理フローでは、図４のステップＳ１０６からＳ１０８の処理に変えて、ステ
ップＳ１０９の処理が行われる。即ち、ＣＰＵ１００は、抽出した電話帳情報を液晶パネ
ル２１に表示させず、後の画像登録処理に用いるために保持しておく（Ｓ１０９）。この
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場合、液晶パネル２１には、図１５の画面２に示すように、ユーザによって入力された番
号のみが表示される。
【００７２】
　図１３および図１４は、本変更例における画像の登録処理フローを示す図である。
【００７３】
　ユーザによってカメラの起動操作がされると（Ｓ５０１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、
電話帳情報が抽出され候補が存在するか否かを判定する（Ｓ５０２）。そして、候補があ
れば（Ｓ５０２：ＹＥＳ）、カメラを起動すると共に、プレビュー画面に、候補となる電
話帳情報を表示させる（Ｓ５０８）。この処理により、たとえば、図１５の画面５のよう
にプレビュー画面に名前が付加された表示が行われる。ユーザは、表示された名前を見る
ことにより、画像の登録先に誤りがないかを確認することができる。なお、名前とともに
電話番号を表示させても良い。
【００７４】
　一方、電話帳情報が抽出されておらず候補がなければ（Ｓ５０２：ＮＯ）、ＣＰＵ１０
０は、入力された番号にマッチングする電話帳情報がない旨の表示を行う（Ｓ５０３）。
この処理により、たとえば、図１５の画面３に示すような表示が行われる。
【００７５】
　これを受けて、ユーザは、新たに電話情報登録を行うことができる。電話情報登録に割
り当てられたキーがユーザによって操作されると（Ｓ５０４：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は
、登録用の画面を表示させる（Ｓ５０５）。この処理により、たとえば、図１５の画面４
に示すような登録画面が表示される。ユーザは、この画面において、名前と電話番号を登
録することができる。ユーザによって登録完了に割り当てられたキーが操作されると（Ｓ
５０６：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、カメラを起動する（Ｓ５０８）。なお、このときも
、プレビュー画面において、新たに登録した名前を表示させる。
【００７６】
　こうして、その後、ユーザによって撮影操作がなされると（Ｓ５０９：ＹＥＳ）、ＣＰ
Ｕ１００は、撮影処理を行い（Ｓ５１０）、撮影した画像を液晶パネル２１に表示させる
とともに、図１５の画面６のような保存操作を促す表示を行う（Ｓ５１１）。その後、ユ
ーザによって保存操作がなされると（Ｓ５１２：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、候補が一つ
であるか否かを判定する（Ｓ５１３）。そして、候補が一つであれば（Ｓ５１３：ＹＥＳ
）、撮影した画像の画像データを、その電話帳情報に対応付けてメモリ１０５に記憶させ
る（Ｓ５１４）。このとき、液晶パネル２１には、図１５の画面７に示すように、名前と
電話番号とともに登録された画像が表示される。
【００７７】
　なお、ステップＳ５１１で保存操作がなされず（Ｓ５１２：ＮＯ）、クリア操作がなさ
れた場合には（Ｓ５１６：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、ステップＳ５０９に戻って、再び
撮影操作があるのを待つ。
【００７８】
　さて、複数の電話帳情報が抽出され候補が複数ある場合には、カメラ起動時に、図１６
の画面３のように、プレビュー画面に複数の電話帳情報(名前)が表示される。この場合、
ＣＰＵ１００は、ステップＳ５１３で候補が一つでないと判定し、図１６の画面５に示す
ような、登録先の選択を促す表示を行う（Ｓ５１５）。この表示に基づいて、ユーザが選
択操作を行うと、図８の候補確定処理フローが実行され、登録先が確定する。これにより
、ステップ５１３で候補が一つであると判定され、確定された電話帳情報に対応付けられ
て、撮影した画像の画像データがメモリ１０５に記憶される（Ｓ５１４）。
【００７９】
　以上、変更例３の構成によれば、番号入力からカメラ起動までを一連の操作によって行
うことができる。この場合、番号入力を行っても、抽出された電話帳情報が表示されない
が、代わりに、カメラを起動した際に、電話帳情報が表示されるため、ユーザは、その際
に、画像の登録先に誤りがないかを確認することができる。
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【００８０】
　さらに、変更例３によれば、入力にマッチングした電話帳情報がないときでも、新たな
電話帳情報を登録して、それ対応付けて画像を記憶させることができる。よって、ユーザ
の使い勝手が一層良くなる。
【００８１】
　＜変更例４＞
　本変更例は、抽出された電話番号情報の候補に所望のものがなかった場合に、入力され
た番号の前後の番号にマッチングする電話番号情報を候補として提示するものである。す
なわち、電話番号情報の候補を前後にスクロールさせる機能を新たに付加するものである
。
【００８２】
　図１７は、変更例４に係る画像登録処理を示すフローチャートである。
【００８３】
　カメラが起動されると（Ｓ５０８）、抽出された電話帳情報の候補が一つであるか否か
が判定される（Ｓ５１３）。ＣＰＵ１００は、複数の候補があれば（Ｓ５１３：ＮＯ）、
たとえば図１９（ａ）の画面１のように、一つの候補を選択させる表示を行う（Ｓ５１５
）。これに基づき、選択操作がなされると、図１８の候補確定処理において、図８で説明
したステップＳ３０１からＳ３０４の処理がなされ、候補が一つに確定される。これによ
り、ステップＳ５１３において候補が一つであると判定され、さらに、ステップＳ５１７
で候補が確定されていると判定されて、ステップＳ５０９で撮影操作を待つ状態となる。
なお、このとき、図１９（ａ）の画面２のように、確定した電話帳情報が表示される。
【００８４】
　一方、抽出された電話帳情報の候補が一つである場合、ＣＰＵ１００は、ステップＳ５
１３で候補が一つであると判定する。そして、次に、ステップ５１７で候補が確定された
か否かを判定する。このとき、ユーザにより確定操作がなされていないので、Ｓ５１７に
おける判定がＮＯとなり、図１９（ｂ）のような、候補の確認を促す表示を行う。
【００８５】
　ユーザは、表示された電話帳情報（たとえば、名前）を確認する。たとえば、ユーザが
登録番号を入力した場合、誤って前後の登録番号を入れてしまうケースも考えられる。ユ
ーザは、確認の結果、電話帳情報が誤っていると判断すると、移動キーを用いて前後に送
る操作を行う。
【００８６】
　このとき、ＣＰＵ１００は、図１８の候補確定処理において、送り操作があった否かを
監視しており（Ｓ３０５）、移動キーの操作に応じて、送り操作があったと判定する（Ｓ
３０５：ＹＥＳ）。ユーザの入力が登録番号または短縮番号であれば（Ｓ３０６：ＹＥＳ
）、この送り操作に応じて、入力された番号をカウントアップまたはカウントダウンして
更新し、更新後の番号の電話帳情報を抽出して表示させる（Ｓ３０７）。
【００８７】
　こうして、図１９（ｂ）の画面２のように、正しい電話帳情報が表示され、ユーザによ
って確定操作がされると、ＣＰＵ１００は候補を確定する（Ｓ３０４）。なお、電話帳情
報に誤りがなく、ユーザが何もせずに確定操作を行った場合にも、ＣＰＵ１００は候補を
確定する（Ｓ３０４）。
【００８８】
　これにより、図１７のステップＳ５１７で、候補が確定されたと判定され、ステップＳ
５０９で撮影操作を待つ状態となる。
【００８９】
　以上、変更例４の構成によれば、ユーザが誤った短縮番号や登録番号を入力しても、画
像が登録される前に電話帳情報を確認して、正しい電話帳情報に訂正することができる。
よって、ユーザの使い勝手が良くなる。
【００９０】
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　＜変更例５＞
　図２０は、変更例５に係るＰＤＡの構成を示す図である。ＰＤＡは、第１キャビネット
５と第２キャビネット６を備えている。第１キャビネット５および第２キャビネット６は
、ともに図２０（ａ）のＸ軸方向に長い長方形の形状をしている。
【００９１】
　第１キャビネット５には、文字（かなやアルファベット）の入力キーやテンキーなどか
らなるキーボード５１が配されている。キーボード５１の背後には、バックライト装置５
２（以下、「キーバックライト」という）が配されている。キーバックライト５２によっ
て、キーボード５１に光が供給されることにより、ユーザは、周囲が暗くても各キーに付
された表示を見ることができる。
【００９２】
　第２キャビネット２には、横長の矩形状を有する液晶パネル６１が配されており、その
表示面が正面に臨んでいる。液晶パネル６１の背後には、バックライト装置６２（以下、
「パネルバックライト６２」という）が配されている。パネルバックライト６２は、液晶
パネル６１に光を供給する。
【００９３】
　液晶パネル６１の前面には、タッチパネル６３が配されている。また、第２キャビネッ
ト６における、液晶パネル６１の側方には、３つのサブキー６４が配されている。さらに
、第２キャビネット６の左右両端部には、それぞれ、マイク６５とスピーカ６６とが配さ
れている。
【００９４】
　第２キャビネット６の内部には、カメラモジュール６７が配されている。カメラモジュ
ール６７のレンズ窓（図示せず）は、第２キャビネット６の背面に臨んでおり、このレン
ズ窓から被写体の像がカメラモジュール６７に取り込まれる。
【００９５】
　第２キャビネット６は、スライド機構部（図示せず）によって、第１キャビネット５に
対し図２０（ａ）のＹ軸方向にスライド可能に連結されている。
【００９６】
　第２キャビネット６が閉じた状態では、図２０（ａ）に示すように、第２キャビネット
６が第１キャビネット５の上に略完全に重なっている。この状態（閉じた状態）では、第
２キャビネット２の背後にキーボード５１全体が隠れた状態となる。このようにキーボー
ドが隠れた状態においても、タッチパネル６４やサブキー６５によって、通話など、所定
の機能モードの操作が可能となる。
【００９７】
　第２キャビネット６が完全に開くと、図２０（ｂ）に示すように、キーボード５１全体
が外部に露出する。これにより、キーボード５１を用いた機能モードの操作が可能となる
。
【００９８】
　なお、ユーザは、第２キャビネット６を閉じた状態とし、マイク６５がある側が口元に
、スピーカ６６がある側が耳元に来るようにＰＤＡを持って通話を行う。
【００９９】
　図２１は、変更例５に係るＰＤＡの全体構成を示すブロック図である。本実施の形態の
ＰＤＡは、上述した各構成要素の他、ＣＰＵ２００、映像エンコーダ２０１、音声エンコ
ーダ２０２、通信モジュール２０３、メモリ２０４、バックライト駆動回路２０５、映像
デコーダ２０６、音声デコーダ２０７を備えている。これらの構成は、図２に示すＣＰＵ
１００、映像エンコーダ１０１、音声エンコーダ１０３、通信モジュール１０４、メモリ
１０５、バックライト駆動回路１０６、映像デコーダ１０７、音声デコーダ１０８の構成
と同様である。また、カメラモジュール６７、マイク６３、スピーカ６４の構成も、図２
に示すカメラモジュール２４、マイク１０２、スピーカ１０９の構成と同様である。また
、メモリ２０４にも、図３に示す電話帳テーブル、ＳＤテーブルが記憶されている。
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【０１００】
　図２２は、変更例５に係る電話帳情報の抽出処理について説明するための図である。同
図（ａ）は、抽出処理のフローチャートであり、同図（ｂ）は、抽出処理を行ったときの
画面表示例である。
【０１０１】
　本変更例のＰＤＡでは、名前によって電話帳情報が抽出される。なお、画像の登録を行
う際には、上記実施の形態や変更例１、変更例３の画像登録処理(図５、図７、図１３、
図１４)および候補確定処理（図９）が行われる。
【０１０２】
　ユーザは、液晶パネル６１に待ち受け画面（図２２（ｂ）の画面１）が表示された待ち
受けモードの状態において、キーボード５１を用いて文字の入力を行うことができる。
【０１０３】
　図２２を参照して、ユーザによって文字（アルファベット）が入力されると（Ｓ６０１
：ＹＥＳ）、ＣＰＵ２００は、入力された文字を、電話帳テーブルの名前とマッチングす
る（Ｓ６０２）。
【０１０４】
　そして、ＣＰＵ２００は、マッチングした電話帳情報があれば（Ｓ６０３：ＹＥＳ）、
それを液晶パネル２１に表示させて（Ｓ６０４）、次の番号入力を待つ（Ｓ６０１）。一
方、マッチしたものがなければ（Ｓ６０３：ＮＯ）、液晶パネル２１に表示させずに（Ｓ
６０５）、次の番号入力を待つ（Ｓ６０１）。
【０１０５】
　こうして、一つの文字が入力される毎に、これらステップＳ６０１からＳ６０５の処理
が行われる。したがって、ユーザが所望の文字を入れ終えるまで、一つの文字が入力され
る度に表示が更新され、最終的に入力された桁数の文字にマッチングする電話帳情報が表
示される。たとえば、名前の頭文字二つを入力した場合には、図２２（ｂ）の画面２に示
すように、二つの文字とこれにマッチングした電話帳情報のうちの名前と電話番号（全て
の番号）が画面の所定位置に表示される。
【０１０６】
　このように変更例５の構成によれば、名前による電話帳情報の抽出を行うことができる
。なお、変更例５の構成においては、文字による抽出処理と並行して、図４の番号による
抽出処理を実行させる構成とすることで、文字（名前）と番号（短縮番号、登録番号、電
話番号）の双方を用いて電話帳情報を抽出することができるようにしても良い。さらに、
図１０の画像未登録、画像既登録の案件を抽出する抽出処理をも、上記２つの抽出処理と
並行して実行する構成とし、画像未登録、画像既登録の案件を抽出する操作によっても電
話帳情報を抽出することができるようにしても良い。
【０１０７】
　＜その他＞
　本発明の実施形態は、上記以外にさらに種々の変更が可能である。
【０１０８】
　たとえば、カメラを起動した際の、プレビュー画面において、図２３（ａ）に示すよう
な人型のフレームを表示するようにしても良い。この人型のフレームに被写体を合わせる
ようにして撮影することで、適正な位置、大きさの画像を撮影することが可能となる。な
お、人型に限らず、他の形状のフレームでも良い。
【０１０９】
　また、図２３（ｂ）に示すように、撮影した画像に、その被写体に関連する付加情報（
会社名、部署、誕生日等）を付加して記憶させることできる。この付加情報は、電話帳情
報として電話帳テーブルに登録されたものの一つとすることができる。このようにすれば
、画像を見たときに、その付加情報も参照することができる。
【０１１０】
　また、上記実施の形態では、電話帳情報を抽出した後にカメラを起動し、このカメラで
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する）ようにしたが、これに限らず、電話帳情報を抽出した後に、メモリ１０５に既に記
憶されている画像を読み出し、この画像を抽出した電話帳情報に対応付けて、再びメモリ
１０５に記憶する（電話帳に登録する）ようにしても良い。
【０１１１】
　この他、本発明の実施の形態は、特許請求の範囲に示された技術的思想の範囲内におい
て、適宜、種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】実施の形態に係る携帯電話機の外観構成を示す図
【図２】実施の形態に係る携帯電話機の全体構成を示すブロック図
【図３】実施の形態に係る電話帳テーブルおよびスピードダイヤルテーブルを示す図
【図４】実施の形態に係る電話帳情報を抽出するための抽出処理を示すフローチャート
【図５】実施の形態に係る電話帳情報に画像を登録するための画像登録処理を示すフロー
チャート
【図６】実施の形態に係る電話帳情報を抽出して画像を登録する一連の画像登録処理にお
ける画面表示例を示す図
【図７】変更例１に係る画像登録処理を示すフローチャート
【図８】変更例１に係る電話帳情報を選択・確定するための選択確定処理を示すフローチ
ャート
【図９】変更例１に係る一連の画像登録処理における画面表示例を示す図
【図１０】変更例２に係る電話帳情報の抽出処理を示すフローチャート
【図１１】変更例２に係る抽出された電話帳情報を表示する画面表示例を示す図
【図１２】変更例３に係る電話帳情報の抽出処理を示すフローチャート
【図１３】変更例３に係る画像登録処理を示すフローチャート
【図１４】変更例３に係る画像登録処理を示すフローチャート（図１３に続くフローチャ
ート）
【図１５】変更例３に係る一連の画像登録処理における画面表示例を示す図
【図１６】変更例３に係る一連の画像登録処理における画面表示例を示す図
【図１７】変更例４に係る画像登録処理を示すフローチャート（図１３に続くフローチャ
ート）
【図１８】変更例４に係る選択確定処理を示すフローチャート
【図１９】変更例４に係る一連の画像登録処理における画面表示例を示す図
【図２０】変更例５に係るＰＤＡの外観構成を示す図
【図２１】変更例５に係るＰＤＡの全体構成を示すブロック図
【図２２】変更例５に係る電話帳情報の抽出処理について説明するための図
【図２３】その他の変更例の構成を示す図
【符号の説明】
【０１１３】
　　　　１１　　　テンキー部（入力部）
　　　　２３　　　メインキー部（入力部）
　　　　２４　　　カメラモジュール（カメラ部）
　　　　１００　　ＣＰＵ（抽出部、制御部、選択部）
　　　　１０５　　メモリ（記憶部）
　　　　５１　　　キーボード（入力部）
　　　　６７　　　カメラモジュール（カメラ部）
　　　　２００　　ＣＰＵ（抽出部、制御部、選択部）
　　　　２０４　　メモリ（記憶部）
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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【図１９】 【図２０】
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